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誕生月にご自宅へ「ねんきん定期便」を送付しています

この「ねんきん定期便」について、質問の多かった内容とその回答をＱ＆Ａ形式でお知らせします。

　勤務先の共済事務担当課に、「組合員証（組合員被扶養者証）記載事項等変更申告書」を提出し、住所変更の手続きを行っ
てください。
　なお、「ねんきん定期便」に記載している住所は、実際に送付する２か月前（例：７月生まれの方の場合、平成30年５月８日）
の住所が表示されています。
　そのため、すでに共済組合に住所変更の届出をしている場合でも、届出の時期によっては、変更が間に合わない場合があ
ります。この場合、来年以降は変更後の住所に届きますので、ご了承ください。この事例については、氏名が異なっている
場合も同様です。

　共済組合年金課（電話番号　028-615-7817）にお問い合わせください。

　「ねんきん定期便」の作成時点（誕生月の２か月前）で国民年金に加入していた、または民間会社に勤務し厚生年金に加入
していたためです。来年以降は共済組合から届くことになります。

　50歳以上でかつ年金加入期間が120月未満の方については、通知時点で年金の受給基準を満たしていないため、見込額
に「＊」と表示されます。また、国家公務員共済組合や農林共済組合の加入履歴がある場合は、年金見込額の計算ができな
い場合があり、この場合も見込額に「＊」と表示される場合があります。
　それ以外にも、通知日前１年程度の期間内に国民年金の追納等の手続きを行った場合や離婚分割等の手続きを行った場合
は、見込額が計算できない場合があり、その場合は空欄になります。
　これら以外の場合で、見込額が空欄であったり、「＊」が表示されている場合には、共済組合で保有している情報を整備す
る必要がある場合もありますので、共済組合年金課（電話番号　028-615-7817）にお問い合わせください。

「ねんきん定期便」に記載している住所が以前の住所になっているので、現在の住所に変更したいがどうす
ればよいですか。

年金加入期間が実際に加入していた期間と相違している場合、どうすればよいですか。

平成30年４月から共済組合に加入していますが、誕生月の５月に「ねんきん定期便」が日本年金機構から届きました。なぜですか。

年金見込額が空欄や「＊」と表示されていますがなぜですか。
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「ねんきん定期便」
とは 

　「ねんきん定期便」は、年金制度加入者の皆様にご自身の年金加入記録についてご確認いた
だくとともに、保険料納付の実績や将来の年金給付に関する情報をお知らせするものです。
　共済組合では、60歳未満の組合員を対象に、毎年１回、誕生月の中旬にご自宅に送付して
います。

028 － 615 － 7817
上記記事に関する
お問い合わせは

年金課

９月に「厚生年金に係る保険料率」が引き上げられます
　公務員共済に係る厚生年金保険料率は、これまで段階的に引き上げられてきましたが、下表のとおり、平成

30 年９月に引き上げられ、18.3％となり、日本年金機構に係る厚生年金保険料率と統一されます。

　なお、厚生年金保険料率（18.3％）は、事業主である地方公共団体と組合員が 1/2（9.15％）ずつ負担する

こととなります。

区　　分 平成30年８月まで

厚生年金保険料率 17.986

区　　分 平成30年９月から

厚生年金保険料率 18.300（＋ 0.314）

（単位:％）


